
 

 

 

 

 

 

 

高年齢者等職業安定対策 

基本方針の一部改正案 
 

資料 No.2-1 
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○
厚
生
労
働
省
告
示
第

号

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
高
年
齢
者
等
職
業
安
定
対
策
基
本
方
針
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

KSRYE
タイプライターテキスト
別紙
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

は
じ
め
に

は
じ
め
に

１

（略
）
１

（略

）

２
方
針
の
対
象
期
間

２
方
針
の
対
象
期
間

こ
の
基
本
方
針
の
対
象
期
間
は

平
成
2
5
年
度
か
ら
平
成
3
0
年
度
ま
で

こ
の
基
本
方
針
の
対
象
期
間
は

平
成
2
5
年
度
か
ら
平
成
2
9
年
度
ま
で

、
、

の
６
年
間
と
す
る

た
だ
し

こ
の
基
本
方
針
の
内
容
は
平
成
2
4
年
の
法

の
５
年
間
と
す
る

た
だ
し

こ
の
基
本
方
針
の
内
容
は
平
成
2
4
年
の
法

。
、

。
、

改
正
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら

高
年
齢
者
の
雇
用
の
状
況

改
正
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら

高
年
齢
者
の
雇
用
の
状
況

、
、

や
労
働
力
の
需
給
調
整
に
関
す
る
制
度

雇
用
保
険
制
度

年
金
制
度

や
労
働
力
の
需
給
調
整
に
関
す
る
制
度

雇
用
保
険
制
度

年
金
制
度

、
、

、
、

、
、

公
務
員
に
係
る
再
任
用
制
度
等
関
連
諸
制
度
の
動
向
に
照
ら
し
て

必
公
務
員
に
係
る
再
任
用
制
度
等
関
連
諸
制
度
の
動
向
に
照
ら
し
て

必
、

、
、

、

要
な
場
合
は
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る

要
な
場
合
は
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る

。
。


